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第4号様式（第4条関係）（用紙日本工業規格A4縦長型）

行政文書公開拒否決定通知書

野村一也様

神奈ノ

ては、

平成27年1月21日

平成26年11月28日に公開請求のありました行政文書につい

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

60日以内に神奈川県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。

また、この処分については、上記の異議申立てを行ったか否かにかかわらず、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消し
の訴えを提起することもできます。

上記の異議申立てをした場合においては、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の

翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。起することができます。
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|ちと時間帯

公開請求に係る

行政文書の内容
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月1日より同年12月31日の期間において、各公安委員に支払われ

す書類。

おいて、会議以外の目的で神奈川県警察本部庁舎に出勤した日に

、名称または目的を示す書類。

■

神奈川県情報公開条例第条第項第号該当

公開を拒む理由 (理由）

公開請求に係る行政文書は作成も取得もしていないため存在しません。

上に示した公開することができない理由のうち、
悩蝿薄黙認、

時限‘性公開 については、年月日以降であればその理由がなくなりますの

で、同日以後に改めて公開請求をしてください。

総務部総務課公安委員会室

事務担当課室

電話番号045-211-1212内線1913

備考「時限性公開」の欄は、公開請求に係る行政文書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらか

じめ明示することができるときに記入してあります。
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備考1行政文書の公開により得た‘情報は、適正に用いなければなりません。

2「行政文書の公開の期日及び場所」の柵は、行政文書の公開を受けるためにお越しいた
だく場合に記入してあります。

3行政文書の公開を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

4「時限性公開」の欄は、公開請求に係る行政文書の一部の公開を拒む理由がなくなる期

日をあらかじめ明示することができるときに記入してあります。

第3号様式（第4条関係）（用紙日本工業規格A4縦長型）

行政文書一部公開決定通知書

平成27年1月21日

I

野村一也様

神奈川県公安委員
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平成26年11月28日に公開請求のありました行政文書については、次のとおり公開します。ただし、

当該行政文書には、公開することができない部分が一部あることを御了承ください。

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
60日以内に神奈川県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。

また、この処分については、上記の異議申立てを行ったか否かにかかわらず、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消し

の訴えを提起することもできます。

上記の異議申立てをした場合においては、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の
翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提
起することができます。
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公開請求に係る

行政文書の内容

公開すること

ができない

部分及び理由

行

の

政文書の公開

期日及び場所

時限′性 公開

事務担当課室

2013年1月1

委員が会議を行った日にちと時間帯、会議の名称または目的を示す書類。

(公開することができない部分の概要）

別紙記載のとおり

、

神奈川県'情報公開条例第5条第1号、第4号及び第6号該当

（理由）

別紙記載のとおり
炉

平成27年1月30日午前8時30分から午後5時15分までの間に、

奈川県県政情報センター

i苛未ヨ皇よじ．1卸]里

(県庁第

1J都合が悪い場合には、

絡 ください。

二分庁舎1階)）にお越しください。

あらかじめその旨を電話等で事務担当

、1．1‐／ハノ、l〃1，〆1，母

なお、当日1

上に示した公開することができない理由のうち、

については、年月日以降であればその

同日以後に改めて公開請求をしてください。

理由がなくなりますので、

総務部総務課公安委員会室

電話番号045‐211‐1212内線1913
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文書名

公安委員会会議録

決裁（平成25年1

月9日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年1

月16日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年1

月23日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年1

月30日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年2

月6日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年2

月13日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年2

月20日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年2

月27日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年3

月6日付）

一部公開

一部公開

一部公開

公開

一部公開

公開

一部公開

一部公開

一部公開

公開することができない部分の概要

2頁1の2行目

監察報告に係る所属名

3頁2(2)の4行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

3頁2(1)の1行目

監察報告に係る所属名

3頁2(1)の1行目及び2行目2か所

監察報告に係る所属名

4頁4(3)の4行目、6行目及び7行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

5頁5の7行目、9行目、11行目及

び12行目

被疑者及び被害者の勤務先

3頁2(1)の1行目及び1から2行目

監察報告に係る所属名

5頁3(2)の4行目及び5行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

非公開の理由

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある'情報に該当

するため。

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある'情報に該当

するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある’情報に該当

するため。

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある'情報に該当するため。

個人が識別され得る情報に

該当するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある‘情報に該当

するため。

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

該当条項

条
号

５
１

第
第

第5条

第6号

条
号

５
１

第
第

第5条

第1号

条
号

５
（
ｂ

第
第

第5条

第1号

条
号

５
１

第
第

第5条

第6号
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決裁（平成25年3

月27日付）
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文書名

公安委員会会議録

決裁（平成25年3

月13日付）

公開の範囲

公開

公開することができない部分の概要 非公開の理由 該当条項

公安委員会会議録

決裁（平成25年4

月3日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年4

月10日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年4

月17日付）

公安委員会会議録

決
月

裁（平成25年4

24日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年5

月1日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年5

月8日付）

＝亨弓可忘国司琴－7

測尋醒希、
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公開

一部公開

一部公開

1.画ゐﾑー ﾄ印P5ずぶ4

一部公開

公開

一部公開

i
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2頁1の2行目

監察報告に係る所属名

！-W程蝿-哨砦こ‘超j膚､夏、

5頁5の5行目

」被害者の関係情報

3頁2(1)の1行目

監察報告に係る所属名

3頁2(1)の1行目及び2行目

監察報告に係る所属名

3頁3(1)の6行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

誇 蕊 ＆ 魂 ｛

5頁5(2)の2行目

被害者の関係情報

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある情報に該当

するため。．

特定の個人が識別され、又

は識別され得る情報に該当す

るため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある情報に該当

するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある情報に該当

するため。

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

特定の個人が識別され、又

Iま識別され得る情報に該当す

るため。

条
号

５
１

第
第

条
号

５
１

第
第

第5条

第1号

条
号

５
１

第
第

’'第5条

'第‘÷
条
号

５
１

第
第

公開
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文書名

公安委員会会議録

決裁（平成25年5

月22日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年5

月29日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年6

月5日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年6

月12日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年6

月19日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年6

月26日付）

1公安委員会会議録

決裁（平成25年7

|月5日付）

公開の範囲

一部公開

公開

公開

一部公開

一部公開

公開

公開

公開することができない部分の概要
●

4頁3(2)の5から6行目

被疑者の関係情報

5頁5(3)の2行目、4行目、13行目

及び17行目

事件発生場所町名及び被害者の関

係情報

6頁5(3)の1行目及び2行目

事件発生場所町名

4頁2(2)の7行目、7から8行目、

8行目、10行目、11行目2か所

被害者及び被害者の関係情報

3頁2(2)の8行目、10行目及び11行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

3頁2(3)の3行目、

被害者及び被疑者の関係情報

4頁4(2)の3行目

被疑者の関係情報

芽当鈍才1組

ニー.一且汀凸一．I

非公開の理由

特定の個人が識別され、又

Iま識別され得る情報に該当す

るため。

特定の個人が識別され、又

Iま識別され得る'情報に該当す

るため。

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

･特定の個人が識別され、又

Iま識別され得る情報に該当す

るため。

該当条曝

条
号
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文書名

公安委員会会議録

決裁（平成25年7

月10日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年､7

月24日付）

；i蕊

公安委員会会議録

決裁（平成25年8

月7日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年8

月21日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年9

月4日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年9

月11日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年9

月18日付）

公開の範囲

一部公開

一部公開

一部公開

公開

－部公開

侭
ﾛ

一部公開

公開

公開することができない部分の概要

3頁2(1)の1行目及び2行目

監察報告に係る所属名

4頁4(2)の8行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

3頁2(1)の1行目及び2行目

監察報告に係る所属名

3頁1(4)の1行目

監察報告に係る所属名

4頁3(2)の4行目、6行目、7行目

及び9行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日
リit葬漣ゴ

3頁2の2行目及び3行目

監察報告に係る所属名

4頁3(2)の5行目

被疑者の関係情報

3頁2の2行目

監察報告に係る所属名

非公開の理由

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある情報に該当

するため。

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある’情報に該当

するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある情報に該当

するため。

己

公開することにより、犯罪

を誘発するなど､犯罪の予防、

捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある情報に該当

するため。

特定の個人が識別され、又

Iま識別され得る‘情報に該当す

るため。

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある'情報に該当

するため。

該当条項

第5条

第1号

条
号

５
６

第
第

条
号

５
１

第
第

条
号

５
１

第
第

条
号

５
６

第
第

条
号

５
１

第
第

条
号
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１

第
第

条
号

５
１

第
第



公開

該当条項公開することができない部分の概要 非公開の理由文書名 公開の範囲

公安委員会会議録

決裁（平成25年9

月25日付）

公開

4頁2(5)の3行目、7行目及び8行目

ストーカー事案警告に係る所属名

及び実施年月日

9頁8(3)の題名及び2から3行目

協定締結に係る企業名

公安委員会会議録|一部公開

央裁（平成25年101

月9日付）
１
１

１
１

月

’

公安委員会会議録

決裁（平成25年10

月16日付）

特定の個人が識別され、又

は識別され得る'情報に該当す

るため。

条
号

５
１

第
第

一部公開 4頁1の4行目

少女の年齢

公安委員会会議録

決裁（平成25年10

月23日付）

鐙撫二蝋純童
捜査に支障を及ぼすおそれが

ある情報に該当するため。

一部公開

’’
’

公安委員会会議録

決裁（平成25年12

月4日付）

,’
1

公安委員会会議録

決裁（平成25年11

月13日付）

公開

公安委員会会議録

|決裁（平成25年11
,月20日付）

一部公開 3頁2(2)の1行目及び1から2行目

監察報告に係る所属名

特定の職員が識別され得第5条

る、又は個人の権利利益を害第1号

するおそれがある'情報に該当

するため。

li’
|公安委員会会議録

決裁（平成25年11

1月27日付）

公開
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文書名

公安委員会会議録

決裁（平成25年12

月11日付）

公
決
月Ｉ

安委員会会議録

裁（平成25年12

18日付）

公安委員会会議録

決裁（平成25年12

月25日付）

公開の範囲

公開

公開

一部公開

公開することができない部分の概要

3頁2の2行目

監察報告に係る所属名

4頁5の5から6行目

捜査内容

非公開の理由

特定の職員が識別され得

る、又は個人の権利利益を害

するおそれがある'情報に該当

するため。

公開することにより、犯罪

の予防、捜査等に支障を及ぼ

すおそれがある情報に該当す

るため。

該当条項

条
号

５
１

第
第

条
号

一
、
（
Ｏ

第
第
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